
支援の対象となる肥料

支援の内容

次のページを参照

＝支援金

肥料価格高騰対策のごあんない

化学肥料の低減に向けて取り組む農業者※の皆様の肥料費

を支援します。※原則、農産物の販売実績があることが前提となります。

令和４年６月から令和５年２月に購入した肥料（本年の秋肥
と来年の春肥として使用する肥料）が対象です。

※令和５年３月以降の購入分の取扱いについては、国が対応を検討中です。

最新の情報は県のホームページで確認してください。肥料高騰対策 千葉県 検索

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費に

ついて、その９割（国７割＋県２割）を支援金として交付します。

―当年の肥料費

当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率

0.9秋肥は1.4 × 0.9

千葉県内の農業者
のみなさまへ

※春肥の価格上昇率は令和５年１月頃に国が公表予定

申請に必要なもの

次の２つがあれば申し込みできます。

❶ 本年秋肥（令和４年６月～１０月）、来年春肥（令和４年１１月～令和５年２月）とし

て購入した肥料の種類、数量、購入費がわかるもの（領収書・請求書など）

本年秋肥と来年春肥は、それぞれをまとめて、別々に申請してください。

❷ 化学肥料低減計画書（化学肥料低減に向けた取組に２つ以上取り組むこと）
（次のページのチェックシートで申告していただきます。）



農業者の皆様に記入いただくもの

○ ○

○ ◎

「令和４年度又は令和５年度の取組」欄のうち、取り組めるものに

〇を記入してください。

• ２つ以上に〇が付けばＯＫです。

• これまで既に取り組んでいるものもカウントできます（その場
合、１つ以上は新しい取組または従来の取組の強化・拡大

（「◎」で記入）を含むようにしてください。）

秋肥の申込の際は秋用肥料の欄に○を、

春肥の申込の際は春用肥料の欄に〇を

つけてください。



スケジュール

・基本的には、肥料を購入した農協・肥料販売店それぞれに申込みをお願いします。
・申請方法や支援金の受け取り方法については、肥料を購入した店舗にご確認くだ
さい。

肥料購入先 申込先

農協で購入した肥料分 農協

販売店で購入した肥料分 肥料販売店

ホームセンターで購入した
肥料分

ホームセンター

農協・肥料販売店・ホーム
センターなど複数の店舗で
肥料を購入した場合

農協・肥料販売店・ホームセンター
などそれぞれの店舗に購入した肥料
分を申し込む。

申込先

肥料を購入した店舗（農協、肥料販売店、ホームセンター等）
にそれぞれ申込みをお願いします。

５戸以上の農業者グループや従業員５人以上の法人の場合は単独
で最寄りの農業事務所に申請することもできます。
（詳しくは電話でお問合せください）

※今後春肥の申請期限が変更となる可能性がありますので、電話でお問合せ（４ページ参照）
いただくか、肥料を購入した店舗にご確認ください。

今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

〇申込期限
申込期限は、取組実施者（農協・肥料販売店等）毎に異なり
ます。肥料を購入した店舗に申込期限を確認の上、お早めに、
書類の提出をお願いします。

《参考》
取組実施者（農協・肥料販売店等）から農業事務所への申請期限は、

令和４年秋肥分：令和５年１月２０日まで

令和５年春肥分：令和５年２月２０日まで となっています。

〇支援金の支払い
令和４年秋肥は令和４年１２月下旬頃から、令和５年春肥

は令和５年４月頃から順次行う予定です。



千葉県農業再生協議会（事務局：千葉県農林水産部)

安全農業推進課 TEL 043-223-2888 E-mail shokubo@mz.pref.chiba.lg.jp
生 産 振 興 課 TEL 043-223-2882 E-mail qa-engei@mz.pref.chiba.lg.jp

問 い 答 え

❶
領収書の提出が間に
合わない場合はどう
すれば良いですか。

・領収書が間に合わない場合は、請求書を提出いただ
ければ、支援金をお支払いすることができます。

・肥料を購入した農協や販売店にご相談ください。

❷
どのような領収書で
も補助対象になりま
すか。

・令和４年６月以降の価格で購入した肥料であること
が確認できないと対象になりません。

・また、購入した肥料の種類や数量、金額がわかる領
収書でないと支援は受けられません。

❸
どこに申し込めば
よいですか。

・基本的には、肥料を購入した農協・肥料販売店それ
ぞれに申込みをお願いします。

・肥料を購入した農協や販売店にご相談ください。
・購入した店舗で対応いただけない場合は、市町村農
業再生協議会等にご相談ください。

❹
化学肥料しか支援対
象になりませんか。

・化学肥料以外にも有機質肥料や堆肥などの特殊肥料
が支援対象となります。
※肥料袋に「○○保証票」と表示がある化学肥料や有機質
肥料、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」
がある堆肥等が対象になります。堆肥の表示がない場合は、
特殊肥料生産届出の有無を堆肥生産者に確認してください。

問合せ先

・後日、取組実施者（農協や肥料販売店などの取りまとめ者）に化学肥料低減
の取組を報告いただく必要があります。
（①令和５年１２月頃、②令和６年６月頃）

・化学肥料低減に取り組んだことがわかる書類（土壌診断結果、施肥設計書、購入肥
料の伝票、作業時の写真等）を取組実施者に提出してください。
・また、令和６年度以降、肥料低減の取組状況の現地確認に伺う場合があります。

注意事項

Ｑ＆Ａ

（令和４年１０月１７日現在）


